
 県有林造林事業標準仕様書集の一部改正 新旧対照表 

改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

県有林造林事業標準仕様書集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月１日 

 

 

山梨県林政部県有林課 

 

 

 

 

 

 

 

 

県有林造林事業標準仕様書集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月１日 

 

 

山梨県林政県有林課 

 



改   正   後 改   正   前 

総則 

 

１～１７ （省略） 

 

（材料検査） 

１８ 請負者は、材料検査を行った場合は、その結果を［削除］監督員に報

告し、確認を受けなければならない。なお、農林規格、工業規格認定

既製品については品質保証書により代えることができる。その場合で

も監督員が不適当と認める時は、請負者の負担により交換または新た

に購入しなければならない。 

 

（様式１）（省略） 

 

（様式２） 

植栽（裸苗） 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 苗木の受け取りにあたっては、苗木検収野帳を作成し、 ［削除］ 監督

員に提出しなければならない。なお、苗木検収は、陽光の直射は極力避

け、むしろ等を敷いて行い、苗の乾燥・品質劣化を避けなければならな

い。 

 

３～１７ （省略）  

 

 

総則 

 

１～１７ （省略） 

 

（材料検査） 

１８ 請負者は、材料検査を行った場合は、その結果を速やかに監督員に報

告し、確認を受けなければならない。なお、農林規格、工業規格認定

既製品については品質保証書により代えることができる。その場合で

も監督員が不適当と認める時は、請負者の負担により交換または新た

に購入しなければならない。 

 

（様式１）（省略） 

 

（様式２） 

植栽（裸苗） 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 苗木の受け取りにあたっては、苗木検収野帳を作成し、すみやかに監督

員に提出しなければならない。 ［新規］  

 

 

 

３～１７ （省略）  

 

 



 

（様式２） 

植栽（裸苗） 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 苗木の受け取りにあたっては、苗木検収野帳を作成し、 ［削除］ 監督

員に提出しなければならない。なお、苗木検収は、陽光の直射は極力避

け、むしろ等を敷いて行い、苗の乾燥・品質劣化を避けなければならな

い。 

 

３～１３ （省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式２） 

植栽（コンテナ苗） 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 苗木の受け取りにあたっては、苗木検収野帳を作成し、すみやかに監督

員に提出しなければならない。 ［新規］  

 

 

 

３～１３ （省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考様式) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式３-１） （省略） 

 

（様式４） 

下刈 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 草本、灌木、笹等の地被類は、植栽木の周囲（植栽木の概ね下枝幅以上）

については、原則として山側地際からの高さが概ね２０ｃｍ以下となる

よう刈り払うものとし、植栽木の周囲外については、作業の安全を確保

しつつ、植栽木の成長を妨げない程度の高さで刈り払うものとする。 

 ［削除］  

ただし、作業の安全を確保した上で、必要に応じて植栽木の周囲外を山

側地際からの高さが概ね２０ｃｍ以下で刈り払う場合はこの限りではな

い。 

 

３～６ （省略） 

 

（様式５）～（様式１４） （省略） 

 

（様式１５） 

受光伐 仕様書 

 

 本仕様書は複層林整備を目的とした「受光伐」作業の施工基準及び注意事

項を定める。 

 

１ 伐倒は、被圧木、樹勢の衰えた樹木、形状比の悪化した樹木及び曲がり

 

（様式３-１） （省略） 

 

（様式４） 

下刈 仕様書 

１ （省略） 

 

２ 草本、灌木、笹等の地被類は、 ［新設］ 原則として山側地際からの

高さが概ね２０ｃｍ以下となるよう刈り払う ［新設］ 。ただし、作

業安全上明らかに支障となる場合は、この限りでない。 

 ［新設］  

 

 

 

 

 

３～６ （省略） 

 

（様式５）～（様式１４） （省略） 

 

（様式１５） 

受光伐 仕様書 

 

 本仕様書は複層林造成を目的とした「受光伐」作業の施工基準及び注意事

項を定める。 

 

１ 伐倒は、被圧木、樹勢の衰えた樹木 ［新設］ 及び曲がり木を優先的



木を優先的に選んで行う。ただし、林内の立木の配置状況により、伐倒

することで立木間隔が著しく広くなる立木については、伐倒せずに残存

する。選木した伐倒対象木はナンバーテープ等により標示すること。 

 

２～６ （省略） 

 

（様式１６－１）～（様式１６－２） （省略） 

 

（様式１６－３） 

獣害防除（防護柵ネット設置） 仕様書 

 

１～５ （省略） 

 

６ ロープ固定杭打ち込みにあたっては、次の点に留意することとする。（標

準図参照） 

（１）（省略） 

 

（２）（省略） 

 

（３）支柱控えロープは現地状況に合わせ、必要に応じて柵の内側に設置す

ることもできる。 

 

７～８ （省略） 

 

（様式１６－４）～（様式１６－５） （省略） 

 

（様式１７）～（様式２０別紙） （省略） 

に選んで行う。ただし、林内の立木の配置状況により、伐倒することで

立木間隔が著しく広くなる立木については、伐倒せずに残存する。選木

した伐倒対象木はナンバーテープ等により標示すること。 

 

２～６ （省略） 

 

（様式１６－１）～（様式１６－２） （省略） 

 

（様式１６－３） 

獣害防除（防護柵ネット設置） 仕様書 

 

１～５ （省略） 

 

６ ロープ固定杭打ち込みにあたっては、次の点に留意することとする。（標

準図参照） 

（１）（省略） 

 

（２）（省略） 

 

 ［新設］  

 

 

７～８ （省略） 

 

（様式１６－４）～（様式１６－５） （省略） 

 

（様式１７）～（様式２０別紙） （省略） 


